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                          ②                                        

     

      

  令和４年１月 1 日  令和４年４月１日       令和５年３月末    

例２：イ（ロ）による新規届出の場合                                                    

・令和４年４月１日から６月末日までの期間（①）に鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設し

た患者等にかかる回復の割合をもって適合性を判断し、適合している場合は、算定開始月から

令和５年３月末日まで（②）算定可                                                    

                              ①                      ②                             

        

        

     ４年１月１日 ４月１日  ６月末日  届出   12 月末日 ５年３月末日      

※算定開始が令和４年１月以降である場合は、令和５年３月末日まで算定可 

                                                                                      

例３：イ（ハ）による届出の場合                                                        

・令和４年１月１日から 12 月末日までの期間（①）に鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設

した患者等にかかる回復の割合をもって適合性を判断し、適合している場合は令和５年４月１

日から令和６年３月末日まで（②）算定可 

                            ①                           ②(令和６年３月末日まで) 

      

       

    ４年１月１日                   ４年 12 月末日 ５年４月１日 

 

(11) 摂食嚥下機能回復体制加算に係る施設基準 

ア 摂食嚥下回復体制加算１に係る経口摂取回復率 

(イ) １月から 12 月までの１年間に別添１の第 45 の２の１の（４）のア又はイのいずれ

かに該当することとなった患者（以下「鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設した患

者又は中心静脈栄養を実施している患者等」という。）のうち、１年以内に栄養方法

が経口摂取のみである状態に回復した患者の割合をもって施設基準の適合性を判断

し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌々年４月１日から翌々々年３月

末日まで所定点数を算定できるものとする。 

(ロ) 新規に届出をする場合は、(イ)にかかわらず、４月から６月（直近２年以内）まで

の３か月間に鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設した患者又は中心静脈栄養を実施

している患者等のうち、１年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患

者の割合をもって施設基準の適合性を判断することができるものとし、当該要件及び

他の要件と合わせて、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した

場合は、翌月の１日から翌年３月末日まで所定点数を算定することができるものとす

る。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の１

日から翌年３月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基
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準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合

は新規に届出をする場合には該当しないものであること。 

(ハ) (ロ)に該当する場合であって、継続して所定点数を算定しようとする場合は、(イ)

に規定するところによる他、所定点数の算定を開始した年の１月から 12 月までの１

年間に鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設した患者又は中心静脈栄養を実施してい

る患者等のうち、１年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患者の割

合をもって施設基準の適合性を判断することができるものとし、当該要件及び他の要

件を満たしている場合は、翌年４月１日から翌々年３月末日まで所定点数を算定でき

るものとする。 

イ 摂食嚥下回復体制加算３に係る患者数 

１月から 12 月までの１年間の患者数をもって別添１の第 45 の２の３の（３）の施設

基準の適合性を判断し、当該要件及びその他の要件を満たしている場合は、翌年４月１

日から翌々年３月末日まで所定点数を算定できるものとする。 

 

例１：ア（イ）による届出の場合 

・令和２年１月１日から 12 月末日までの期間（下図①）に鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造

設した患者又は中心静脈栄養を実施している患者等にかかる回復の割合をもって適合性を判断

し、適合している場合は令和４年４月１日から令和５年３月 31 日まで（②）算定可        

                                     

                ①                                                                     

      

      

 ２年１月１日       ２年 12 月末日                                               

  

                          ②                                        

     

      

    ４年１月 1 日  ４年４月１日          ５年３月末    

例２：ア（ロ）による新規届出の場合                                                    

・令和４年４月１日から６月末日までの期間（①）に鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設した

患者又は中心静脈栄養を実施している患者等にかかる回復の割合をもって適合性を判断し、適

合している場合は、算定開始月から令和５年３月末日まで（②）算定可                   

                                 

                              ①                      ②                             

        

        

     ４年１月１日 ４月１日  ６月末日  届出    12 月末日  ５年３月末日      

※算定開始が令和４年１月以降である場合は、令和５年３月末日まで算定可 
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例３：ア（ハ）による届出の場合                                                        

・令和４年１月１日から 12 月末日までの期間（①）に鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設し

た患者又は中心静脈栄養を実施している患者等にかかる回復の割合をもって適合性を判断し、

適合している場合は令和５年４月１日から令和６年３月末日まで（②）算定可 

                            ①                           ②(令和６年３月末日まで) 

      

       

    ４年１月１日                   ４年 12 月末日 ５年４月１日 

 

（12）一般不妊治療管理料に係る施設基準 

ア １月から 12 月までの１年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び

他の要件を満たしている場合は、翌年の４月１日から翌々年３月末日まで所定点数を算定

できるものとする。 

イ アにかかわらず、新規届出の場合は、届出前６月以内の実施件数が、要件とされる年間

実施件数の半数以上であれば足りるものとし、届出のあった月の末日までに要件審査を終

え、届出を受理した場合は、翌月の１日から翌年の３月末日まで所定点数を算定すること

ができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合に

は当該月の１日から翌年の３月末日まで所定点数を算定することができるものとする。な

お、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行

う場合は、新規届出に該当しないものであること。ただし、建物の工事等に伴いやむを得

ず当該治療を実施できなくなり、施設基準に適合しなくなった後、再度届出を行う場合に

は、新規届出として取り扱うものとする。 

ウ イに該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の初日から同年 12 月末日までの実施

件数をもって施設基準の適合性を判断し（実施件数が、各施設基準に規定する年間実施件

数を 12 で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以上であれば、施設基

準に適合しているものと判断する。）、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌

年の４月１日から翌々年３月末日まで所定点数を算定できるものとする。 

(13) 調剤基本料の施設基準 

ア 処方箋受付回数 

（イ） 前年３月１日から当年２月末日までの１年間の処方箋受付回数の実績をもって施設

基準の適合性を判断し、当年４月１日から翌年３月末日まで所定点数を算定する。 

（ロ） （イ）にかかわらず、前年３月１日以降に新規に保険薬局に指定された薬局につい

ては、次のとおりとし、処方箋受付回数の実績が判断されるまでは、調剤基本料１に

該当しているものとして取り扱う（ただし、保険医療機関と不動産取引等その他の特

別な関係を有しているものとして別添１の第 90 の１（１）から（４）までに該当す

る場合は、特別調剤基本料とする。特別調剤基本料の施設基準に該当する場合を除

き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する

場合は調剤基本料３のイ又はロとする。上記の場合を除き、同一グループの保険薬局

における処方箋の受付回数の合計が１月に 40 万回を超える又は同一グループの保険

薬局の数が 300 以上のグループに属する場合は調剤基本料３のハとする。）。 


